
季節のことば
　地球上で1年間にとれる主要果実の量は約1億トンですが、そのうちの約40％をブドウがしめています。
そのまま食べられる生食用は全体の2割で、生産されたブドウの8割はワインを作るために使われています。最も多い

果実
1312

令和3年4月 令和3年4月
雑学コーナー

数え方
☆イカ　→　杯　☆蝶　→　頭　☆ウサギ　→　羽　☆細菌　→　菌　
☆スピーカー　→　本　☆たんす　→　本・さお

　公立学校共済組合高知支部では、令和3年度の保健事業を下記のとおり実施します。
　なお、詳細につきましては、所属所への通知文書とパンフレット及び公立学校共済組合高知支部のＨＰ
（https://www.kouritu.or.jp/kochi/）でご確認ください。
※　令和3年度の保健事業については、新型コロナウイルス感染症等の影響により、事業が中止又は変更となる場合
　　がありますので、ご了承ください。

令和3年度  保健事業のご案内令和3年度  保健事業のご案内

　組合員を対象として、下記の検診機関で人間ドックを実施します。
　申込みをされた方については、所属所へ決定通知を5月中旬頃発送いたします。

■ 人間ドック等事業

※実施定員については、昨年度の申込み実績等に基づき見直しを行っています。
※申込みの状況により、各検診機関の実施定員が変更となる場合があります。
※ＪＡ高知健診センター（1泊）の自己負担額は、変更となっています。（その他の自己負担額に変更はありません。）

◎ ドックコース・検診機関名・実施定員・自己負担額 ◎

互助団体とは…
一般財団法人高知県教職員互助会・高知市職員厚生会・一般財団法人高知県市町村職員互助会です。
※再任用組合員（フルタイム勤務）や定年退職後、臨時的任用職員になり組合員となった方で
（高知市職員厚生会・一般財団法人高知県市町村職員互助会に加入している方は除く。）一
般財団法人高知県教職員互助会の一般互助部に加入していない方の自己負担額は、「互助団
体非加入者」の金額となります。

四国中央病院（1泊）

四国中央病院（1日）

JA高知健診センター（１泊）

JA高知健診センター（１日）

JA高知健診センター（婦人）

高知県総合保健協会（中央）

高知県総合保健協会（幡多）

いずみの病院

高知西病院

土佐市民病院

中村クリニック

高知検診クリニック（1日）

高知検診クリニック（婦人）

高知検診クリニック（脳）

青木脳神経外科・形成外科（脳）
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検診機関名 実施定員（人）
自己負担額（円）

互助団体加入者 互助団体非加入者

【保健事業についてのお問い合わせ】共済組合福利班　 ☎088-821-4755

　人間ドック等の決定・不決定の通知については、5月中旬頃に所属所宛てに
送付しますので、ご確認ください。

■ 人間ドックの決定・不決定の通知について

　受診決定（追加決定を含む。）した組合員へは、各検診機関から受診日等の案内が
受診の前（おおよそ2ヶ月前）に自宅へ直接送付されますので、ご自身で日程を確認の
うえ、受診してください。（検診機関によって通知時期は異なります。）
　なお、日程調整（受診日の決定等）は各検診機関で実施していますので、日程の調
整（受診希望日・受診日の変更・キャンセル等）の希望がある場合は、直接組合員の
方が実施検診機関に連絡して調整を行ってください。

■ 決定となった方

　日程調整（受診日の決定等）は各検診機関が行っているため、決定した検診機関へ
ご自身で連絡していただき、任期内に受診できるように日程の調整をお願いします。
（検診機関の予約の状況により、ご希望に沿えない場合があります。）
　検診が5月下旬から始まる検診機関もありますが、各検診機関で開始月が異なるため、
ご注意ください。

■ 臨時的任用職員等で任期のある方

（１）決定を受けた場合であっても以下に該当する場合は、当該決定は失効します。
　　　・受診時において組合員資格を喪失している場合（現職を退職した後、任意継続
　　　　組合員となった場合であっても、当該決定は取り消しとなります。）
　　　・日程調整が難航したことにより当該年度中に受診できなかった場合
（２）決定となった後、検診機関及び検診区分を変更することはできません。
（３）実施期間中に、決定の取り消しや申込みの取り止めなどにより欠員が生じた場合
　　　であっても、追加申込や決定は行いません。

■ 申込・決定に関する事項

（１）人間ドック等については定期健康診断等及び特定健康診査の検査項目を包含して
　　　いるため、検査項目等を欠落することの無いようにしてください。
　　　なお、原則として本人及び検診機関のやむを得ない事情等により検査項目の一部
　　　を実施しなかった場合であっても自己負担額の減額は行いません。
（２）一部の検診機関においては、人間ドック等に併せて生活習慣を見直すことを目的
　　　とした特定保健指導（初回面談）を実施することを基本としますので、対象と　
　　　なった方は必ず受診してください。

■ 受診に関する事項
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1514
令和3年4月 令和3年4月ない。ゾウの鼻は鼻と上唇が発達したもので、すべて筋肉から出来たもの。ゾウにとって、鼻は傷つけ

たり、失ったりすると食料を得るのが難しくなり、生命にもかかわる事態を招くことになる重要な器官
である。

雑学コーナー

ゾウの鼻に
骨はあるのか

　組合員とその配偶者を対象に「生活習慣病」等に関する講習会を開催します。
　たくさんのみなさまのご参加をお待ちしております。
　セミナー内容等の詳細については、別途所属所あてに通知します。

　

※特定健康診査当日に特定保健指導の初回面接が受けられない実施機関がありますのでご注意ください。

■ ヘルスアップセミナー（健康管理講座）

■ 特定健康診査受診券を送付します！

　組合員を対象に退職後の年金等の「生涯生活設計」に関する講習会を、下記の予定で開催します。　
　たくさんのみなさまのご参加をお待ちしております。
　セミナー内容等の詳細については、別途所属所あてに通知します。

■ ライフプランセミナー

　組合員とその被扶養者が、高知宿泊所「高知会館」で宿泊したとき、１人１泊2,500円の補助が
ありますのでご利用ください。（宿泊費が支給される公務出張での利用はできません。）
　宿泊の際には、必ず所属所に配布の「宿泊施設利用補助券」をフロントに提出してください。

■ 宿泊施設利用補助事業

　被扶養配偶者（女性）を対象に婦人検診の補助を行います。
　4月1日現在、30歳以上の引き続く認定期間が1年以上ある偶数年齢の被扶養配偶者（女性）が対象です。
　詳しくは、令和2年3月5日付け所属所あて事務連絡及び対象の被扶養配偶者（女性）へのご案内を
ご確認ください。

■ 被扶養配偶者婦人検診

　出産費又は家族出産費が支給される組合員に対して、育児に必要な品物を配布する保育用品配布があります。

■ 保育用品配布

　組合員とその配偶者を対象に「生活習慣病」等に関する講習会を開催します。
　たくさんのみなさまのご参加をお待ちしております。
　セミナー内容等の詳細については、別途所属所あてに通知します。

　

■ ヘルスアップセミナー

■ 特定健康診査受診券を送付します！

　組合員を対象に退職後の年金等の「生涯生活設計」に関する講習会を、下記の予定で開催します。　
　たくさんのみなさまのご参加をお待ちしております。
　セミナー内容等の詳細については、別途所属所あてに通知します。

■ ライフプランセミナー

　組合員とその被扶養者が、公演等を鑑賞するとき、その入場料等の一部を補助する事業です。
指定の場所で入場券等を購入する際には、必ず所属所に配布の「芸術鑑賞利用補助券」を購入窓口に
提出してください。

■ 芸術鑑賞補助事業

　被扶養配偶者（女性）を対象に婦人検診の補助を行います。
4月1日現在、30歳以上の引き続く認定期間が1年以上ある偶数年齢の被扶養配偶者（女性）が対象です。
詳しくは、令和3年3月1日付けの所属所への通知及び対象の被扶養配偶者（女性）へお送りしたご案内を
ご確認ください。

■ 被扶養配偶者婦人検診

　出産費又は家族出産費が支給される組合員に対して、育児に必要な品物を配布する保育用品配布があります。

■ 保育用品配布

　特定健康診査の対象となる40歳以上74歳の被扶養者の方へ、6月下旬～7月上旬頃
に被扶養者の方の住所あてに「特定健康診査受診券（セット券）」を送付する予定で
す。
　ご自身の健康の状態を確認し、生活習慣を振り返る大切な機会として、受診券が届
きましたら、ぜひ早めの受診をお願いします。
　無料で受診できます！！

　令和3年4月から保健事業の一環として利

用券補助事業を始めます。

　共済組合の宿泊施設である「高知会館」

を利用された際に、利用料の一部を補助し

ます。

　レストラン・宴会など高知会館を組合員

が利用したときに、利用料1,000円につき

500円を補助します。

　補助金額の上限は、年間3,000円です。

（駐車場料金は対象外です）

　　

　高知会館を利用される際に組合員証を持参し、組合員である旨を申し出てください。そ

の場で「利用券」を発券します。

（組合員証を所持していない場合は利用できません）

（組合員本人及び所属所長の証明印は必要ありません）

（宴会等での団体利用専用の様式をホームページからダウンロードすることができます）

　高知会館を公務外で組合員・被扶養者が宿泊利用される際

に、１人１泊につき2,500円を補助しています。この補助券

につきましても利用券補助事業の開始にあわせて様式変更を

行いました。変更後の様式では本人及び所属所長の証明印を

不要としていますので、利用される際は利用者全員の組合員

証及び被扶養者証を提示してください。

利用方法

【保健事業についてのお問い合わせ】共済組合福利班　 ☎088-821-4755

開催時期 開催場所

8月 高知宿泊所「高知会館」

開催時期

開催地域

7月～8月

中央会場（2回）、東部会場（1回）、西部会場（1回）

セミナーの様子

RIZAP健康セミナー

「利用券」が使えるようになります

「宿泊施設利用補助券」の様式を変更します
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　セミナー内容等の詳細については、別途所属所あてに通知します。

　

※特定健康診査当日に特定保健指導の初回面接が受けられない実施機関がありますのでご注意ください。

■ ヘルスアップセミナー（健康管理講座）

■ 特定健康診査受診券を送付します！

　組合員を対象に退職後の年金等の「生涯生活設計」に関する講習会を、下記の予定で開催します。　
　たくさんのみなさまのご参加をお待ちしております。
　セミナー内容等の詳細については、別途所属所あてに通知します。

■ ライフプランセミナー

　組合員とその被扶養者が、高知宿泊所「高知会館」で宿泊したとき、１人１泊2,500円の補助が
ありますのでご利用ください。（宿泊費が支給される公務出張での利用はできません。）
　宿泊の際には、必ず所属所に配布の「宿泊施設利用補助券」をフロントに提出してください。

■ 宿泊施設利用補助事業

　被扶養配偶者（女性）を対象に婦人検診の補助を行います。
　4月1日現在、30歳以上の引き続く認定期間が1年以上ある偶数年齢の被扶養配偶者（女性）が対象です。
　詳しくは、令和2年3月5日付け所属所あて事務連絡及び対象の被扶養配偶者（女性）へのご案内を
ご確認ください。

■ 被扶養配偶者婦人検診

　出産費又は家族出産費が支給される組合員に対して、育児に必要な品物を配布する保育用品配布があります。

■ 保育用品配布

　組合員とその配偶者を対象に「生活習慣病」等に関する講習会を開催します。
　たくさんのみなさまのご参加をお待ちしております。
　セミナー内容等の詳細については、別途所属所あてに通知します。

　

■ ヘルスアップセミナー

■ 特定健康診査受診券を送付します！

　組合員を対象に退職後の年金等の「生涯生活設計」に関する講習会を、下記の予定で開催します。　
　たくさんのみなさまのご参加をお待ちしております。
　セミナー内容等の詳細については、別途所属所あてに通知します。

■ ライフプランセミナー

　組合員とその被扶養者が、公演等を鑑賞するとき、その入場料等の一部を補助する事業です。
指定の場所で入場券等を購入する際には、必ず所属所に配布の「芸術鑑賞利用補助券」を購入窓口に
提出してください。

■ 芸術鑑賞補助事業

　被扶養配偶者（女性）を対象に婦人検診の補助を行います。
4月1日現在、30歳以上の引き続く認定期間が1年以上ある偶数年齢の被扶養配偶者（女性）が対象です。
詳しくは、令和3年3月1日付けの所属所への通知及び対象の被扶養配偶者（女性）へお送りしたご案内を
ご確認ください。

■ 被扶養配偶者婦人検診

　出産費又は家族出産費が支給される組合員に対して、育児に必要な品物を配布する保育用品配布があります。

■ 保育用品配布

　特定健康診査の対象となる40歳以上74歳の被扶養者の方へ、6月下旬～7月上旬頃
に被扶養者の方の住所あてに「特定健康診査受診券（セット券）」を送付する予定で
す。
　ご自身の健康の状態を確認し、生活習慣を振り返る大切な機会として、受診券が届
きましたら、ぜひ早めの受診をお願いします。
　無料で受診できます！！

　令和3年4月から保健事業の一環として利

用券補助事業を始めます。

　共済組合の宿泊施設である「高知会館」

を利用された際に、利用料の一部を補助し

ます。

　レストラン・宴会など高知会館を組合員

が利用したときに、利用料1,000円につき

500円を補助します。

　補助金額の上限は、年間3,000円です。

（駐車場料金は対象外です）

　　

　高知会館を利用される際に組合員証を持参し、組合員である旨を申し出てください。そ

の場で「利用券」を発券します。

（組合員証を所持していない場合は利用できません）

（組合員本人及び所属所長の証明印は必要ありません）

（宴会等での団体利用専用の様式をホームページからダウンロードすることができます）

　高知会館を公務外で組合員・被扶養者が宿泊利用される際

に、１人１泊につき2,500円を補助しています。この補助券

につきましても利用券補助事業の開始にあわせて様式変更を

行いました。変更後の様式では本人及び所属所長の証明印を

不要としていますので、利用される際は利用者全員の組合員

証及び被扶養者証を提示してください。

利用方法

【保健事業についてのお問い合わせ】共済組合福利班　 ☎088-821-4755

開催時期 開催場所

8月 高知宿泊所「高知会館」

開催時期

開催地域

7月～8月

中央会場（2回）、東部会場（1回）、西部会場（1回）

セミナーの様子

RIZAP健康セミナー

「利用券」が使えるようになります

「宿泊施設利用補助券」の様式を変更します



【ベネフィット・ステーションについてのお問い合わせ】共済組合福利班　☎088-821-4755
【ご利用方法、ID・パスワードについてのお問い合わせ】ベネフィット・ステーション カスタマーセンター　☎0800-100-3300
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【ベネフィット・ステーションについてのお問い合わせ】共済組合福利班　☎088-821-4755
【ご利用方法、ID・パスワードについてのお問い合わせ】ベネフィット・ステーション カスタマーセンター　☎0800-100-3300

1716
令和3年4月 令和3年4月



知っておきたい標準報酬制

資格取得時決定

種　　類 決定の時期 適用期間

資格取得時決定 資格取得時
１月～５月 その年の８月まで

６月～１２月 翌年の８月まで

公立学校共済組合 令和3年度の掛金率等について公立学校共済組合 令和3年度の掛金率等について

区　分
掛金率・保険料率（うち個人分）

令和３年３月まで

短期掛金
（一般組合員）※１

標準報酬月額
４３．５１ ４３．５１

標準期末手当等

短期掛金
（船員組合員）※１

標準報酬月額
４１．５０ ４１．４７

標準期末手当等

介護掛金　※２
標準報酬月額

７．４９ ８．９０
標準期末手当等

厚生年金保険料
（うち個人分）※３

標準報酬月額 １８３．００
（９１．５０）

１８３．００
（９１．５０）標準期末手当等

退職等年金掛金
標準報酬月額

７．５ ７．５
標準期末手当等

（千分率）

※１　福祉財源率（標準報酬月額、標準期末手当等：千分の１.４１）が加算されています。
※２　40歳以上65歳未満の方のみ徴収します。
※３　70歳未満の方のみ徴収します。

　共済組合の掛金（保険料）や給付の算定の基礎となる標準報酬月額（等級）は、毎年１回行う定時決定のほ
か、資格取得時決定、随時改定、育児休業等終了時改定などにより見直し（決定・改定）されます。今回は、
その中の「資格取得時決定」について説明します。

　就職や転職などによって新たに組合員になったときには、その資格を取得した月の報酬の額（給料月額や諸手
当などの報酬の総額）によって標準報酬を決定します。これを「資格取得時決定」といいます。
　なお、月の途中で資格取得した人の場合には、扶養手当や住居手当などのように月の初日に資格取得をしてい
たなら支給されることとなる諸手当も含めて、報酬月額が算定されることになります。
　さらに、転職などによって他の共済組合から転入してきた人などの場合も、この資格取得時決定によって標準
報酬が決定されます。
※　定年退職後、フルタイム再任用となった組合員も資格取得時決定の算定方法により決定されます。

令和３年４月から

【標準報酬制・掛金率についてのお問い合わせ】共済組合福利班　☎088-821-4755

例）令和2年4月1日に臨時的任用職員になったときに互助会に加入しなかった方が、
　　令和3年4月1日に雇用期間に定めのない職員（正規の教職員）に採用となった場合

◎会員の資格取得日は、雇用期間に定めのない職員となった日になります。会員資格取得日以前に給付事
　由が発生したものについては給付対象になりません。

◎ 加入対象の方については、互助会から手続きのご案内をいたします。採用時、既にご加入いただいている方
　　については、必要な手続きはありません。
◎ 公立学校共済組合高知支部の組合員資格の得喪を繰り返す場合は、従来どおり、雇用期間の定めの有無に関
　　わらず、組合員資格取得の都度加入意思の確認をさせていただきます。

　互助会へ加入できる機会は、公立学校共済組合高知支部の組合員資格を取得した時のみでしたが、
　雇用期間の定めがなくなった日に、互助会に加入いただけるようになりました。

※改正の詳細につきましては、各所属所長あて「一般互助部運営規則並びに退職互助部運営及び給付規則の一部改正につい
　て（通知）」（令和３年２月２５日付け、２高教互第７０号）をご覧ください。

１．一般互部運営規則の一部改正による変更

互助会への加入に関する取り扱いが変わりました（お知らせ）互助会への加入に関する取り扱いが変わりました（お知らせ）
臨時的任用職員・任期付職員等の方へ

改正前

改正後

R2/4/1 R3/4/1 退職

臨時的任用職員 雇用期間に定めのない職員（正規の教職員）

互助会非加入

採用になった時点での加入ができません

互助会非加入

互助会非加入
採用になった時点で加入できます

例）令和2年4月1日に臨時的任用職員になったときに35歳以上で、一部互助会のみに加入しようとし
た方が、令和3年4月1日に雇用期間に定めのない職員（正規の教職員）に採用となった場合

　雇用期間の定めがなくなった日に、退職互助部に加入いただけるようになりました。

２．退職互助部運営及び給付規則一部改正による変更

改正前

改正後

R2/4/1 R3/4/1 退職

臨時的任用職員 雇用期間に定めのない職員（正規の教職員）

一般互助部会員

一般互助部会員及び
退職互助部現職会員

採用になった時点での加入ができません

一般互助部会員

一般互助部会員

採用になった時点で加入できます

【互助会についてのお問い合わせ】教職員互助会　☎088-821-4917

　令和３年２月１９日に開催された評議員会において、「一般互助部運営規則」及び「退職互助部運営及び給
付規則」の一部改正が承認されました。
　この改正に伴い、互助会への加入に関する取り扱いが、下記のとおり変更となりました。

一般互助会員又は一般互助部会員及び　退職互助部現職会員

1918
令和3年4月 令和3年4月逆立ちして食事をすると重力によって口に戻ってくるような気がするが、そんなことはない。食道の筋

肉が奥へ奥へと波のように動いて胃まで運んでくれる。ただし、スープなどの液体は重力がある程度影
響するため固形物より時間がかかる。（※試される方は自己責任でお願いします。）

雑学コーナー

逆立ちしても
食事はできるのか



知っておきたい標準報酬制

資格取得時決定

種　　類 決定の時期 適用期間

資格取得時決定 資格取得時
１月～５月 その年の８月まで

６月～１２月 翌年の８月まで

公立学校共済組合 令和3年度の掛金率等について公立学校共済組合 令和3年度の掛金率等について

区　分
掛金率・保険料率（うち個人分）

令和３年３月まで

短期掛金
（一般組合員）※１

標準報酬月額
４３．５１ ４３．５１

標準期末手当等

短期掛金
（船員組合員）※１

標準報酬月額
４１．５０ ４１．４７

標準期末手当等

介護掛金　※２
標準報酬月額

７．４９ ８．９０
標準期末手当等

厚生年金保険料
（うち個人分）※３

標準報酬月額 １８３．００
（９１．５０）

１８３．００
（９１．５０）標準期末手当等

退職等年金掛金
標準報酬月額

７．５ ７．５
標準期末手当等

（千分率）

※１　福祉財源率（標準報酬月額、標準期末手当等：千分の１.４１）が加算されています。
※２　40歳以上65歳未満の方のみ徴収します。
※３　70歳未満の方のみ徴収します。

　共済組合の掛金（保険料）や給付の算定の基礎となる標準報酬月額（等級）は、毎年１回行う定時決定のほ
か、資格取得時決定、随時改定、育児休業等終了時改定などにより見直し（決定・改定）されます。今回は、
その中の「資格取得時決定」について説明します。

　就職や転職などによって新たに組合員になったときには、その資格を取得した月の報酬の額（給料月額や諸手
当などの報酬の総額）によって標準報酬を決定します。これを「資格取得時決定」といいます。
　なお、月の途中で資格取得した人の場合には、扶養手当や住居手当などのように月の初日に資格取得をしてい
たなら支給されることとなる諸手当も含めて、報酬月額が算定されることになります。
　さらに、転職などによって他の共済組合から転入してきた人などの場合も、この資格取得時決定によって標準
報酬が決定されます。
※　定年退職後、フルタイム再任用となった組合員も資格取得時決定の算定方法により決定されます。

令和３年４月から

【標準報酬制・掛金率についてのお問い合わせ】共済組合福利班　☎088-821-4755

例）令和2年4月1日に臨時的任用職員になったときに互助会に加入しなかった方が、
　　令和3年4月1日に雇用期間に定めのない職員（正規の教職員）に採用となった場合

◎会員の資格取得日は、雇用期間に定めのない職員となった日になります。会員資格取得日以前に給付事
　由が発生したものについては給付対象になりません。

◎ 加入対象の方については、互助会から手続きのご案内をいたします。採用時、既にご加入いただいている方
　　については、必要な手続きはありません。
◎ 公立学校共済組合高知支部の組合員資格の得喪を繰り返す場合は、従来どおり、雇用期間の定めの有無に関
　　わらず、組合員資格取得の都度加入意思の確認をさせていただきます。

　互助会へ加入できる機会は、公立学校共済組合高知支部の組合員資格を取得した時のみでしたが、
　雇用期間の定めがなくなった日に、互助会に加入いただけるようになりました。

※改正の詳細につきましては、各所属所長あて「一般互助部運営規則並びに退職互助部運営及び給付規則の一部改正につい
　て（通知）」（令和３年２月２５日付け、２高教互第７０号）をご覧ください。

１．一般互部運営規則の一部改正による変更

互助会への加入に関する取り扱いが変わりました（お知らせ）互助会への加入に関する取り扱いが変わりました（お知らせ）
臨時的任用職員・任期付職員等の方へ

改正前

改正後

R2/4/1 R3/4/1 退職

臨時的任用職員 雇用期間に定めのない職員（正規の教職員）

互助会非加入

採用になった時点での加入ができません

互助会非加入

互助会非加入
採用になった時点で加入できます

例）令和2年4月1日に臨時的任用職員になったときに35歳以上で、一部互助会のみに加入しようとし
た方が、令和3年4月1日に雇用期間に定めのない職員（正規の教職員）に採用となった場合

　雇用期間の定めがなくなった日に、退職互助部に加入いただけるようになりました。

２．退職互助部運営及び給付規則一部改正による変更

改正前

改正後

R2/4/1 R3/4/1 退職

臨時的任用職員 雇用期間に定めのない職員（正規の教職員）

一般互助部会員

一般互助部会員及び
退職互助部現職会員

採用になった時点での加入ができません

一般互助部会員

一般互助部会員

採用になった時点で加入できます

【互助会についてのお問い合わせ】教職員互助会　☎088-821-4917

　令和３年２月１９日に開催された評議員会において、「一般互助部運営規則」及び「退職互助部運営及び給
付規則」の一部改正が承認されました。
　この改正に伴い、互助会への加入に関する取り扱いが、下記のとおり変更となりました。

一般互助会員又は一般互助部会員及び　退職互助部現職会員

1918
令和3年4月 令和3年4月逆立ちして食事をすると重力によって口に戻ってくるような気がするが、そんなことはない。食道の筋

肉が奥へ奥へと波のように動いて胃まで運んでくれる。ただし、スープなどの液体は重力がある程度影
響するため固形物より時間がかかる。（※試される方は自己責任でお願いします。）

雑学コーナー

逆立ちしても
食事はできるのか
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【互助会についてのお問い合わせ】教職員互助会　☎088-821-4917

退職互助部制度のご案内
　互助会では、退職後の医療給付を始め、各種の福利厚生事業を実施する「退職互助部制度」を設けて
います。
　退職互助部制度に加入されると、退職後も引き続き給付事業や厚生事業を受けることができます。
　この機会に、退職互助部制度への加入について是非ご検討ください。
　また、既に加入いただいている方（現職会員）については、退職後に特別会員となられることをおす
すめします。

・35歳になった翌年度の４月１日に退職互助
部の現職会員に加入することができます。

・該当の方には３月頃に事務局からお知らせ
しますので、この機会を逃さずにご加入く
ださい。   

・退職された日の翌日に特別会員の資格を取
得します。

・配偶者の方も「届出配偶者」の資格を取得
できます。

・退職予定者説明会等でご案内します。  

～今年度35歳の皆様へ～ ～現職会員の皆様へ～ 

《退職互助部制度のイメージ図》
35歳になった
翌年度の４月１日 60歳 生涯現職会員 特別会員

現職会員
資格取得

退職時に特別会員の
資格取得手続　　　

掛金＝給料の月額×8／1,000×25年間 
（掛金は毎月の給与から控除されます。）

・給付事業・厚生事業　等　　
（医療給付は70歳になるまで）

※１．掛金率8／1,000は、退職後のご夫婦の医療給付を想定したものです。（単身の方には特別会員になる時に
　　　配偶者の掛金率に相当する額をお返しします）
※２．退職時に45歳以上であれば特別会員になります。現職会員期間が25年未満の場合は掛金の不足分を納入い
　　　ただきます。
※３．退職して特別会員にならない場合は、納入された掛金相当額をお返しいたします。

《医療費の補助が受けられます》

・在職中は、共済組合と一般互助部からの給付により医療費の自己負担が軽減されています。
・退職後はこれらの給付は受けられなくなりますが、退職互助部に加入していれば、引き続き70歳になる
まで医療費の自己負担額を軽減することができます。

・退職後に日本国内の健康保険制度であれば、どんな健康保険に加入しても自己負担分が給付対象となりま
す。また、公立学校共済組合高知支部の組合員またはその被扶養者及び高知県内の市町村で国民健康保険
に加入した場合は、自動給付となりますので、請求書を提出せずに給付を受けることができます。

《退職後に受けることができる主な事業は・・・》

医療費補助金・配偶者医療費補助金（70歳になるまで医療費の負担が軽減されます）、長寿祝金、弔慰金、
入院見舞金、旅行補助、指定宿泊施設利用補助、サークル活動助成

【互助会についてのお問い合わせ】教職員互助会　☎088-821-4917

2120
令和3年4月 令和3年4月
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